
６～７月の歯科救急医療

問い合わせ　室蘭歯科医師会（☎43３５２２）

日時 診療所・住所・電話
６月５日㈰ 福田歯科クリニック

室蘭市祝津町２丁目３－１

徳満歯科医院 １１）
登別市登別東町１

村上歯科医院（☎０１４２㉓２０２１

松田歯科医院（☎46６４８０）
室蘭市日の出町１

本田歯科（☎㉒３３２２）
室蘭市港南町１丁目９

７月３日㈰ 森歯科クリニック １１８）

すくすく子育て　いきいき健康17 2022.６月号

○特例給付の所得上限限度額が新設されます
　令和４年６月分（令和４年10月支給分）から児童を
養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、
児童手当等は支給されなくなります。再度支給要件に
該当した場合は、改めて手続きが必要です。
○『現況届』の提出が原則『不要』になります
　公簿などで所得情報などの必要事項が確認できる場
合には、現況届の提出を省略できるようになりました。
　提出が必要な方には現況届を送付しますので、６月
30日㈭までに、こども家庭グループ（市役所１階７番
窓口）に提出してください。
※期日までに提出のない場合は、手当が受けられなく
　なりますのでご注意ください。

▼現況届の提出が必要な方（令和４年６月から）
・配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市
　区町村で児童手当を受給している方
・登別市に住民票がない児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、登別市から提出の案内があった
　方
※詳しくは、市公式ウェブサイトをご確認ください。

▼問い合わせ　こども家庭グループ（☎57１０７８）

※特に接種をお勧めする年齢の方には、個別にお知ら
　せします。

▼持ち物　母子健康手帳

▼問い合わせ　健康推進グループ（☎85０１００）

▼申し込み　６月30日㈭までに国民健康保険グ
　ループ（☎85１７７１）、健康長寿グループ
　（☎57１０７５）
※雨天の場合は屋内で開催します。

▲市公式
ウェブサイト

申し込み

▲

フォーム

６月から児童手当制度が変わります６月から児童手当制度が変わります６月から児童手当制度が変わります

ウオーキング体験に
参加しませんか
ウオーキング体験に
参加しませんか

予防接種(無料)を受けましょう予防接種(無料)を受けましょう

日　　時
７月８日㈮

場　　所
鷲別コミュニティ
センター 市民会館

内　　容
健康講話とウオーキン
グ体験
（鷲別海岸コース）

健康講話とウオーキン
グ体験
（胆振幌別川コース）

対　　象
国民健康保険に加入している方

後期高齢者医療制度に加入している方
定　　員

区　分 対象者
ＢＣＧ（１回）

0歳
Ｂ型肝炎（３回）

ロタウイルス（２回また
は３回）

２回の場合は生後６週～

小児用肺炎球菌（４回）
生後２カ月～４歳

ヒブ（４回）

四種混合・三種混合・不
ふ

活
かつ

化
か

ポリオ（各４回）
生後３カ月～７歳６カ月
未満

日本脳炎（４回）※ 生後６カ月～７歳６カ月

麻しん風しん混合（１期
１回、２期１回）

１期…１歳、２期…小学
校入学前の１年間

水
すい

痘
とう

（２回） １歳～２歳

二種混合（１期３回、２
期１回）

１期…生後３カ月～７歳

ヒトパピローマウイルス
（子宮頸

けい
小学６年生～高校１年生
相当（女性）


